
籍

野

繍
擁麟

「

論

叢

二
重

税
論

…
我

か
國

民
所
得

の
地
方
別
研
究

マ
ル
ク
ス
氏
餓
剰
償
値

読

の
評
論

小

作
制
と
小
作
法

時

蛤
調

華

府
省
議

に
於

け

る
支
那
關
税
問

題

我
邦

の
瞥
業

税
を
論
ず

・

勢

働
保
険

に
關
す

る

一
考
察

・

岨覗

苑

一
地
學
観
瀧
會
學

読

に
就

き
て

.

…

雑

録

猫
逸

の
同
盟
罷
業
保
険

・

安
倍
薄

雇

物
史
観
と
餓
剰
債
値
」

「
寓

法
肇

馨

.國
独

法
學
博
士

法

華

十

法
學
博
士

注
學
博
士

法
華
博
士
.

法
學
博
士

法
華
博
士

注
學
構
士

縄
濟
學
士

法

畢

生

淡
墨
博
士

小

川

郷

太

郎

汐

見

三

郎

田

島

錦

治

可

-
↓

ゴリ

に

郭

匿

け皿

一月

末

廣

重

雄

柵

戸

正

雄

山

本

美

越

乃

財

部

静

治

岡

崎

丈

親

水

容

長

三

郎

河

⊥

肇

悩

」
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難

鋒

濁
逸

に
於
け

ろ
同
盟
罷
業
保
険

雑

畑掬
逸

に
於

け

る
同
盟
罷
業

保
険

岡

崎

衣

規

ノ

本

編

に

N
ロ
「
コ
o
器

皿
①
口
固
三
毛
一〇宣

;

四
二
2

ω
一5

汗
話

「の
剛∩
幕

コ
5
鵬

　

冒

U
o
ロ
8
亀
嵩
5
3

ピ
O
口

U
野

立
三

.
O
舜
O

ン
.巴
[Nヨ
αq

の
梗

概

為
記

述

ぜ
う
も

の
な

り
。

同
盟
罷
業
保
険

・こ
は
勢
働
者

の

同
盟
罷
業

に

よ

り

企
業
家

が
被

れ
る
損
害
を
排
除

し
或

は
顧
減
す

る
経
濟

的
施

設
な
り
。
凋
逸

に
於
け

る
工
業
勢
働
者

は
千
.八
百

六
十
九
年

の
工
業

條
例

に
基

き
、
賃

銀
及
び
勢
働

條

件

の
政
善
を
期
す

る
た

め
の
團
儂
灌

を
認

め
ら

れ

し
以
來

そ
の
有
力
な

る
囲闘
争
手
段

ざ
し
て
行

は
れ
、
ま

陀
経
済

上
注

目
す
可

き

一
現
象

ご
な

り
來

湿
り
し
同
盟
罷
業

に

謝

し
、
企
業

家
は
何

れ
も
其

の
防
遏

手
段

を
講

じ
、
且

つ
同
盟
罷
業

に
よ
り
被
れ

る
損
害

の
堆
、補

を
行

ふ
制
度

を
組
織

せ
ん
ご
企
査

せ
り
。
而

し
て
こ
の
制

度

の
獲
展

を
=
一期

に
分
ち
、

第

】
期

を

ク
リ

ム
ミ
ツ
ト

シ
ア

ウ

(オ

一塁
一ド冨
畠
釜
)
同
盟
罷

業

の
行

は

れ
し
千
九

百
年
迄

窮
十
四
巻

(鑑
凹
號

一
四
八
)

七
四
Q

第

二
期
を
欧
洲
戦
争

の
終

了
期
蓮
、
第
}∴
期

む
戦
争

以

.

後

ざ
な
す
、

第

…
期

。
企
業
家

は
同
盟

罷
業

に
よ
け

て
被

れ

る
損

害

を
防

止
す

る
手
段

ピ
し
て
、
工
業

の
種
類

別

に
よ
り

地

方
的

に
或

は
全
国
的

に
企

業
家

組
合

〔
〉
吾
洋
瞬
呂
卑

」

言
「σ
ぎ

⊥。
)
を

組
織

せ
り
。

而

し
て
こ

の
組
合

に

普
通

分
罐
金
を
徴

牧
す

る
も

の
ピ
、
特

別

分
権
…金
を
徴

散
す

る
も

の
ン
ニ
種
類

あ
り

て
、
前
者

は
最
初

よ
b
確

定
せ

る
原
規

に
基

き
、
企
業
家

の
側

に
何
聾
.の
過
失

な
く
し

て
生
起

せ
る
同
盟

罷
業

の
損
害
を
填

補
す

る
も

の
な

る

に
勤

し
、
後

者
は
企
業
家
組
合
擬

闘
の
見
積

り

に
鷹

じ
、

兎
も
角
も

同
冊
罷

業

さ

へ
生
起

写
れ
ば

、
そ

の
損
害
を

填
補

す
る
も

の
な
b
。

之

に
次
で
同
盟
罷
業
損
害
堆
禰
金
鮮
紅

(ω
雫
o貯
9
駐
9
㍗

α
喧

5
讐
げq
亀
鷲
訂
芽
口
)
設
立

せ
ら
れ
た
り
し
も

、
企
業

家
組

合
員
は
其

規
約

に
よ
り
、
同
盟

罷
業
損
害
填
補

會

祉

の
曾
員

π

る
事
を
禁
止

せ
ら

れ
、
ま
た
同
盟
罷
業

に

よ
る
如
何

な

み
種
類

の
損
害

を
墳
…補
す
可
き
や

の
決
定

権

は
企
業

家
組
合

機
關

の
手
中

に
存

せ
し
故
、
何

れ
も

獲
展
す

る
に
至
ら

ざ
り
き
。
而

し
て
千
八

百
九
十
七
年

DieZei竃scl1』f[furdiegcs=m、 「eVersicl/cu1コ95一"sl(i11.scha「=.2【13三Ln〔T.
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、

十
月
二
十
八
日
に
ば
▼
資
本
金
五
百
萬
馬
克
、
四
分
の

一、佛
込
の
「,岸
⊆
〔。。笠
の」
ε
謂
す

る
同
盟
罷
業
保
瞼
株
式

會
肚
創
立
せ
ら
れ
、
同
盟
罷
業
の
行
は
れ
つ
～
あ
る
四

ケ
月
.間
は
、
生
産
原
料
に
謁
ず

る
損
害
及
び
不
意
の
契

約
破
棄
に
よ
り
て
被
る

一
切

の
損
害
か
畠填
補
す
る
青
　に

任
す
る
も
の
な
れ
こ
も
、
契
約
僚
件
ご
し
て
(
ご

同
盟

罷
業
ぽ
企
業
家
側
に
落
度
な
く
し
て
生
起
ぜ
る
も
の
な

る
こ
巴
を
會
肚

に
於
て
認
め
ら
れ
た
る
も
の
〔
二
)
同
盟

罷
業
の
起
れ
る
場
合
に
は
企
業
家
は
三
日
以
内

に
之
を

會
肚

に
報
告
し
、
且

つ
そ
の
仲
裁
を
乞

ふ
ご
同
時
に
工

業
裁
判
所

〔(紺
蓄
『げ
o
σq
皇
。ゴ
)
が
附
近

に
所
在
す
る
時

は
調
停
方
法
の
申
請
を
な
す
可
き
こ
ご
等
を
規
定
せ
り

撚

れ
こ
も
企
業
家
に
於
て
は
同
盟
罷
業
の
起
れ
る
場
合

に
會
肚
は
迅
速

に
之
を
仲
裁
し
得
る
や
を
疑
ひ
し
の
み

な
ら
す
、仲
裁
々
判
所

に
封
ず

る
調
停
方
法
の
申
請
、當

事
者

に
非
ら
ざ
る
會
航
の
同
盟
罷
業
に
封
ず
る
正
否
の

決
定
権
等
に
反
封
な
り
し
か
ば
、
こ
れ
亦
獲
展

の
除
地

な
く
、
翌
千
八
百
九
十
八
年
七
月
に
解
散
す

る
の
已
む

な
き
に
立
ち
至
れ
り
。

し

第

二
期
。
猫
逸

に
於
け

る
同
盟
罷
業

保
険

に

一
段

の

雑

録

獅
逸
に
無
げ
る
同
盟
罷
業
保
隙

獲
展
を
促

せ
し
も
の
ば
.
千
九
亘

∴
年

よ
り
四
年

の
塾

華
中

に
行

は
れ
た

る
ク
リ

ム
ミ
ツ
ト

シ
ア
ウ
大
同
盟
罷

業
な
b
。
此

の
同
盟

罷
業

の
結
果

は
輩

凋
企
業

家
或
.は

地

方
的

に
制
限

せ
ら

れ
た

る
企
業

家
組

合
は
、
到
底
次

第

に
櫨
太
し
行

く
勢
働

組
合

の
大
勢

力

に
颯
抗

し
得
ざ

る

こ
だ
及

び
企
業
家

が
自

己

の
地

位
を
変

生
に
保

持

せ

ん

ご
徹

せ
ば
、
確
固

た
る
企
業

家
聯
合
を
組
織

せ
ざ

る

可

か
ら

ざ
る

こ
ざ
を

企
業
家

に
印

鑑

せ
し
め
π
b
。
乍

併

、
當
聴
冨

ぼ
議

N
。
三
差

器
岳
・旦

u
9
薩
9
鐙

H昌
斧
一鵬
.

窪
窪
9
」
及
び
へ甘
轟
Φ
器

切
毎
亀
」
匙

ζ
匙
霜
げ瀞
二
窪
L

の

両

工
業
團
膿

の
存
す

る
あ
り

て
。
凋
逸

に
於
け

る
全

工

業

家
を

打

っ
て

一
丸

ピ
せ

る
が
如

き
企
業
家
組
合

の
成

立
は
不
可
能

な
り
し

か
ざ
も

、
千
九

百
四
年

に
は

こ
個

の
組
合

(
N≦
鼠
ω
τ
爵
〒
<
o
菩
似
ロ
∩こ

が
組
織

せ
ら
れ
た
り

帥

ち

一
は

ヨ
置

藁
葺
も巨

Φ
=
。
偶
。景

。}}。
「
〉
}
。
一面
警
嘆

く
雪
げ
ぎ
号
」
に
し
て
£
一軍

o
N
窪
耳
巴
語
音
碧
μ〔一
目ど
ピ話
。
『
≒

ぎ
島
⊆し・叶夢
=
震

の
指

導

に
基

く
も

の

.
他

は
「
α
旨

<
o
「。
言

言
F話
。
琴
「
>
3
Φ
凝
oげ
Φ
「器
ひ
ぎ
α
o
」

に
し
て

、

」牙
繋
諾

切
目
ユ
∩ζ

訂
}
ω鼠
亀
ω口

の
支
配

に
基

く
も

の
こ
れ

な

り
。
後
者

は
同
盟

罷
業
保
険
會
ヨ
肛
の
設

立
及

び
英
資
蓬

第
†
四
巻

(
第
四
號

】
四
九
)

七
四

一

.



「

雑

録

闘
.逸
に
於
け
る
同
盟
罷
業
保
険

を
助
成

せ
し
め
た
一3
し

に
反

し
、
前
者

は
同
盟
罷
業

保

険

に
反
動

せ
り
。
蓋

し
該

組
・合
は
同
盟

嶺
業

の
禍
害

に

遭
遇

せ
る
企
業
家

に
…射
し
て
、
個

別
的

に
…袖
慣
を
與

ふ

る

が
如

き

こ
ご
は
第

二
次
的

に
し
て
、
其

の
主

眼
目

的

ば
細
量
的

に
企
業
家

の
利
益

を
獲
得

し
、
勢
渤
争
議

に

際

し
て
は
勝
利
者

の
地

位
を
肖

む
る
こ
ご
に
在

せ
し

が

爲

め
な

り
。
撚

れ
こ
も
同

盟
罷
業

の
鰯

筈
に
要
す

る
費

用

は
互

額

楓
達

せ
し
た

め
、
「
霞
p
　も
冨
滞
濠
」
も
既

に
早

く
該

年
中

に
共
主

張
を
燈

マ、
.
加
入
組
合
員

に
定
額

の

同

盟

罷

業

填

補

金

の
探

出

を

命

じ

.

同

盟

罷

業

に
遭

遇

せ

る

場

合

相

互

救
.濟

を

行

ふ
組

合

制

度

を

設

立

せ

り

。

同

皿

罷

業

保

険

は

次

第

に

真

数

を

堆

如

し

、

其

規

模

を

撒

太

し

氷

り

、

千

九

百

六

年

に

は

こ

れ

に

醤

し

再

保

険

・

が

開

始

ぜ

ら

れ

た

b

。

而

し

て

「
く
の
蛋

戸

の

再

保

険

制

度

は

「
O
墾
塾

凱。
一ド蘇

ハ　9

〈
o
「魯

毎

号

二
?
多

興

〉
「
。需

[τ

o
ゲ
累
〆・o
憎
げ
鐸
μ
幽o
N
仁
「
肖
P
ゴ
⇔
7
野
島
q
戸一=
・

げ
〇
四
㌧/
「σ
風
窓
{〒

7

-

σ

o

轟
塾

三
6

。
門ご

ζ

穂

せ

ら

れ

「
州
鼠

毛

薩

亀

○
」
の

再

保

険

制

度

は

「
6っ
〔忌
二
訂
託

}
円ゴ
]
一
覧

鵡
窪

撃

「塾

主
∩
一う
自
窪

」

ご

硲

せ

ら

れ

た

り

。

千

九

百

六

年

に

は

フ

.9

。
5
」
の

加

槻

員

だ

b

し

ザ

ク

第
+
四
巻

(第
四
號

一
五
〇
)

七
四

二

セ

ソ

工

業

家

が

之

を

脱

退

し

て

組

合

を

組

織

し

、

之

を

「
Ω
o
器
濠

魯

魚

叫
塞

く
韓
藍

星

窮

絡

島

駐

9

0
「
間
八{二
㎝
ゴ
.δ
一{q

N
冥

昌
昌
㌘
。
「聾
烏

三

日η

訂

陣
〉
「
寓

目凱

塁

梓o
停

5
㈹
9
冒」
ご

術

し

後

に
「
一)
雪

ぎ

=
曾

♂

山
岳

酌臆
[¶
しつ
∩
プ
陣

N話

ひ
ぎ

〔一」

ε

改

構

せ

り

。

こ

れ

同

盟

罷

業

保

険

の

第

三

中

Y
心
事

業

な

り

ご

す

。「
出
目

℃
葺

些

。
」
及

び

「
<
醜
島

こ

の

岡

組

合

は

千

九

百

十

三

年

に
パ
口
供

し

て

「
<
①
「急
コ
哩

三
四

号

「

∩7い㌶
塗

霊

μ

≧

階死

面
。
げ
鍵
<
。
ひ

ぎ

山
o
」

・し
な

り

,

同

年

末

に

は

弼

者

の

再

保

険

制

度

曾

合

併

し

て

、

「
N
Φ
鼻
薬

『

舞

『
U
2

串

・

∩守

口

〉

き
Φ
【盗
①
丁
嘆
く
2

『
ゴ

・写

》
舛

しつ
辞
「塾

2
。
邑

窪

窪

・護

」

ご

租

せ

り
。

,

第

「
二
期

。

同

盟

罷

業

ば

戦

時

甲

、

殆

ん

ざ

之

を

見

ぎ

り

し

が

、

千

九

百

十

八

年

末

に

於

け

る

革

命

後

,

同

盟

罷

業

頻

狡

し

て

、

以

前

よ

り

一
履

堅

固

な

る

、

且

つ

統

合

的

に

し

て

一
雇

有

力

κ
『
る

、

同

蜷

罷

業

保

険

①

必

要

を

來

た

せ

り

而

し

て

企

業

組

織

の
進

歩

に
搾

ひ

.

鳩

來

得

る

限

り

之

が

統

一
合

併

に

努

め

た

ら

れ

た

る

結

果
.

千
、九

百

十

九

年

七

月

八

日

に

、

[d

窪

霧

訂

H
・
含

⑳
[ユ
?

しつ
魯

[篤

く
9
暫

毫

」

は

「
<
9
。
藏

碧

彊

舞

「

一
)阜
一ぎ

写

眉



〉
き
c
…侭

o
σ
o
芝
9
薮

巳

c
」

に

併

合

せ

ら

れ

、

こ

玉

に

猫

逸

工

業

の

統

一
は

實

現

せ

ら

れ

た

り

℃

乍

併

、

同

盟

罷

業

保

険

の

統

一
は

未

だ

行

は

れ

ざ

り

き

。

再

保

険

制

度

を

維

持

す

可

き

ゃ

否

や

に

黝

し

て

は

「
N
6
見

目

①

噛
≒

ω
一目

を

Φ
邑

穿

窪

田
σq
」
ε

「
U
2

霧

竃

H
p五

⊆
・。
幹
一?

しo
。
憂

欝

く
o
「げ
警

急
」
ご

は

全

然

意

見

を

異

に
な

し

「
く
虫

ω
巨

ぴq
巨

αq
」

は

其

間

に

立

ち

て

種

々

な

る

解

決

方

法

を

案

出

せ

し

に

拘

ら

す

、

前

者

ぱ

飽

く

ま

で

も

再

保

隙

の

必

要

を

主

張

し

、

後

者

は

工

業

の

各

種

類

に

亘

b

、

之

を

続

合

し

て

一
大

同

盟

罷

業

保

険

制

度

を

創

立

せ

ん

ε

主

張

し

て

譲

ら

ざ

り

き

。

故

に

,
「
<
。
a

三
四
ρ;
σq
」

は

千

九

百

二

十

年

七

月

に

コ

)
薯

窮
9

0

しり
π
Φ
[『

匙
}戸一歩

H
ヨ

『
o
薮

島
げq
二
}西

甲

q
①
uっ
o
　一的
∩
　輯
ゆ

α
奪

U
O
g
q。
O
ゴ
盈
μ

論
ヨ
①
詳
q
ω
げ
窪

く
⑦
「
げ
貯
乱

①

σ
.

σ

h・謀

㏄
耳
o響
誇
}

淳
。」
を
設
立

し
、

こ
れ

を
以

て
同
盗

罷

業
保
険
施
設

な
き
企
業
家

組
合
及

び
軍
濁
企
業

の
〔窪

目

N巴
m∋

9

)第

一
保
険
者

(ぱ
轟

託
邑
9
巽
巽
)
こ
な
し

、

且

つ
同
時

に
墳
袖

金
庫

角

番

9
鑑
…攣
目轟
ω冨

雛
①
)
を

有

す

る
企
業
家
組
合

の
再
保
険
者

ご
な
し

、

「∪
Φ
ご
冨
。
ぎ

ヨ
甑
⊆
含
甲

Qり
∩
穿
露
語
Hげ
諺
α
」
を

し
て
工
業

の
種

類
を

問

ふ

こ
ε
な
く

一
切

の
工
業
家

の
第

一
保

険
者

こ
な
ら

し

雑

録
.

濁
逸
に
於
け
る
同
盟
罷
業
保
険

め
た
り
。
千
九

百

二
十
年

に

「
U
。
⊆冨
魯
○
ω
時
9
参
。『
一霞
)

の
取
扱

へ
る
勢
働

者
数

は
約

七
十
萬

、
其

の
賃
銀
聰
額

は
十
五
億
馬
克

に
し
て
、
(
U
。再話
。
　器
H注
F蜂
腕{臼
ω
。穿
庁
-

N'δ
き
窓
亀
」
.
の
取

扱

へ
る
勢

働
者
敷

は
三
十
五
萬

、

其

の
賃

銀
総
額

は
⊥
八
徳
馬
克

に
達

せ
.り
。

工
業

同
盟
罷
業
保

険

に
次
で
、
「
『
ロ
ユ
乱
「⑦
o}缶
洋
琴
ぴ
。

<
e
邑
。冨
「≡
鴨
㈹
o
」。。一一」。鼻
聾

四
.
Ω
■
≧

∩
「¢静
≦
β
一白
」

は
後
家

の
終
業
種

目
た

る
、
農
業

の
範

圃

に
於
け

る
火

災

、
雹
害
、
絡
難

、
暴

動
等

に
謝
す

る
保
険

に
、
千
九

百
二
十
年
七
月
十

一
日
、
新

種
目

ε
し
て
同
盟

罷
業
保

険
を
加

へ
、
保
険

加
入
者

千
名

に
～達
す

る
を
待
ち

て
事

業
を

開
始
す

る
激
症

な
れ
.ε
も
、
千
九
百

二
+

一
年
五

月
迄

に
は
禾

だ
其
緒

に
藩

か
ざ
り

き
。
農
業

同
盟

罷
業

保
険

の
特
徴

は
全
然
被
保
険
者

の
鋤

誘

を
行

は
ざ

る
こ

ε
に
し
て
、
ま
た

工
業

同
盟
罷
業
保
険

に
於

て
は
同
盟

罷
業

に
漕
…渦
～ぜ
る
企
業
家

に
損
害
填
補

の
要

求
罐
一な
き

に
反

し
、
農
業

同
盟
罷

業
保
険

に
は
之

を
存

し
、
前

者

は
保
険
類
似

の
制

度
た

る
に
過

ぎ
ざ

れ
こ
も

、
後
者
は

完

全

な
る
保

険
な
り

ε
謂

ふ

べ
し
。

こ
の
農

業
同
盟
罷

業
保
険

は
同
盟

罷
業
保

険

に

一
般

の
進
歩

を
加

へ
た

る

第
+
四
巻

(第
四
號
.
一
五

一
)

七
四
三

「

,

.

■



一 「

覧

雑

鹸

安
倍
法
學
士
課
っ
唯
物
毘
.槻
ε
除
荊
債
疵
』

も
の
な
る
は
壁

の
露

な
し
・
乍
併
・
塁

同
盟
置

業
保

険
が
齎
、際

上

に
重
要

な
る
意
義

を
有

す

る
に
至
る
一

や
否
や
は
漿

・
於
け
・
藩

の
麓

・
待
た
ざ
・
可
　

か
ら

す

。

「
.
.
.
.

一

一


